
令和 5 年 11 月 17 日   

（2023年）     

  吹田市教育委員会    

   教 育 未 来 創 生 室    

吹田市立中学校部活動管理運営業務に関する質問に対する回答 

 

項目

番号 
質問項目 質 問 内 容 回答内容 

1 

仕様書 

P1  

4 部活動指導の履行場

所及び管理運営を委託

する部活動 

 (男女)と表記のある部活は男女

混合実施の認識で相違ございま

せんでしょうか。もし男女別で

の実施となる場合、指導員はそ

れぞれに必要でしょうか。 

（男女）の表記のある部活動は男

女混合で活動しており、男女別に

指導者を配置する必要はありませ

ん。 

ただし、大会参加等の際、男女が

別会場になる場合は、それぞれに

引率が必要となります。 

2 

  対生徒数での教員人数に指定は

ありますでしょうか。（生徒何

名以上は教員 2名体制等） 

安全な部活動運営ができる適切な

指導体制（配置基準）は、受託者

において構築いただく内容であ

り、受託者選定に当たっての審査

基準項目としています。 

ただし、活動場所が恒常的に分か

れている場合は、それぞれの活動

場所ごとに指導者の配置が必要で

す。令和５年度の実績では、第一

中学校のバドミントン部は活動場

所が２つに分かれています。 

3 

仕様書 

P2 

5 業務内容  

(3)指導者による部活動

指導  

ア 活動計画書の作成 

活動計画の策定にあたり体育

館・グラウンドの使用可能日は

重要と考えますが、体育館・グ

ラウンドの使用可能日や仕様時

間帯はどのように決定されるの

でしょうか。 

活動場所や時間帯は、概ね１か月

前に校内の部活動担当教員が調整

のうえ、決定しています。決定し

た活動場所や時間帯は、担当教員

から責任者に連絡します。 

4 

仕様書 

P2 

5 業務内容  

(3)指導者による部活動

指導 

エ 大会や試合等の生徒

の引率・監督等 

大会や試合等の頻度や、参加実

績、年間計画があればお示しい

ただけますでしょうか。また、

大会や試合等の引率でかかる費

用や交通費は委託料に含まれる

認識で相違ありませんでしょう

か。 

５部活の大会等の引率実績（令和

４年度）は平均 20回程度です

が、大会や試合等の参加について

は、部員の意思を確認しながら申

し込むため、参加状況は年度によ

って異なります。 

大会等の引率にかかる費用や交通

費は委託料に含まれています。 



5 

仕様書 

P3 

5 業務内容  

(7)大会運営への対応 

大会運営スタッフ業務や顧問会

議等について、指導者の出勤が

困難な場合に責任者や別の指導

者が代わりに担うことは問題あ

りませんでしょうか。 

組織として連絡体制が明確となっ

ているのであれば問題ありませ

ん。ただし、具体的に出席者の指

定がある場合は、その指定に従う

必要があります。 

6 

仕様書 P57 指導者の

指導日程等（2）指導時

間 

各校、各部の今年度の活動計画

をお示し頂けますでしょうか。

（学期中の指導時間について放

課後 2時間、あるいは始業前 1

時間・放課後 1時間等） 

指導時間は、学期中は平日放課後

２時間以内です。土日祝日及び長

期休業中については３時間以内で

すが、他の部活動との練習場所の

調整もあるため、時間帯は午前の

場合も午後の場合もあります。 

7 

別紙 2 

P2 

1 突発的な震度 5弱以

上の大規模地震（余

震）が発生した場合 

（2）教職員の対応 

地震発生時の指導者の対応につ

いて、前日及び出勤前について

も教職員に準じた対応を想定さ

れていますでしょうか。 

【別紙２】「地震（余震）発生時

における安全対策並びに措置につ

いて」は各学校における対策のた

め、指導者に当てはめるものでは

ございません。受託者として、上

記方針等を踏まえ、安全対策を講

じてください。 

8 

別紙 3 

熱中症予防のための運

動指針 

各学校の猛暑対策の設備(体育館

内の大型扇風機やエアコン完

備、グラウンドのスプリンクラ

ー等)の有無をお教えいただけま

すでしょうか。 また、夏場平

均気温が 31度を超えた場合のこ

れまでの活動例をお示しいただ

けますでしょうか。 

猛暑対策の設備として、各校の体

育館には大型扇風機やスポットク

ーラーがあります。体育館のエア

コン、グラウンドのスプリンクラ

ー等はございません。 

【別紙３】「熱中症予防のための

運動指針」に基づき、暑さ指数

（WBGT）が 31℃を超えた際は、一

旦運動を中止し健康観察を行い、

活動場所を涼しい場所に変更しま

す。（グラウンドから屋根のある

場所への変更等） 

9 

別紙 5 

P3 

第 8条 3 受注者は、

発注者の承諾を得るこ

となく個人情報を発注

者の指定する場所以外

の場所に持ち出しては

ならない。 

各種提出資料の作成にあたり、

校内に作業スペースはあります

でしょうか。また、作業に用い

る PC等は受注者負担の認識で相

違ありませんでしょうか。 

部活動の活動場所以外の作業スペ

ースはありません。 

PC等は、必要に応じて受託者にて

ご用意願います。 

※ 質問内容は、提出された質問書の原文のまま記載しております。 


